
資料－１

「第３回 川内沢ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」

検討手 概検討手順の概要について

平成２４年８月３日

宮 城 県



検証作業

川内沢ダム建設事業の検討手順川内沢ダム建設事業の検討手順川内沢ダム建設事業の検討手順川内沢ダム建設事業の検討手順

検証作業

第1回検討の場
H24.3.29

・検討手順の概要（案）
・流域及び河川の概要
・川内沢ダムの概要

第2回検討の場
H24 5 25

・複数の治水・利水対策案の立案（メニューだし）

・ダム事業等の点検
・複数の治水対策案の立案（組合せ）
概略評価による治水対策案 抽出

利水者への意見照会

H24.5.25

パブリックコメント
（県民の意見提出）

・概略評価による治水対策案の抽出
・複数の利水対策案の立案
・概略評価による利水対策案の抽出

第3回検討の場
H24.8.3

（県民の意見提出）

・治水・利水対策の目的別の総合評価
・川内沢ダムの総合的な評価

学識者への意見聴取
（増田川圏域河川整備懇談会）

パブリックコメント
（県民の意見提出）

宮城県行政評価委員会公共事業評価
部会からの答申

（増田川圏域河川整備懇談会）

国土交通省への報告

１



今回今回のの「検討の場」「検討の場」での検討内容での検討内容今回今回のの「検討の場」「検討の場」での検討内容での検討内容
【治水】 【利水】※：第1回検討の場で

１．ダム
２．遊水地（調節池）等
３．放水路（捷水路）
４．河道の掘削
５ 引堤

１．ダム（ダム及び不特定単独ダム）
２．他用途ダムの容量買い上げ：※
３．地下水取水：※
４．ため池：※
５ ダム使用権等の振替：※

※：第1回検討の場で
検討した事項

２６方策より６方策を選定 １７方策より５方策を選定

５．引堤
６．堤防の嵩上げ

５．ダム使用権等の振替：※

利水照会（上記※の４方策）

川内沢ダムの事業等の
点検

・総事業費
・工期

上記５方策の概略評価
・コスト重視
同類の対策がある場合は も妥当なもの

上記６方策の組合せからなる概略評価
・コスト重視
・同類の治水対策がある場合は、 も妥当なもの

※：利水照会結果を踏まえて再選定

工期
・堆砂計画
・洪水実績など計画の前提と

なっているデータ等

・同類の対策がある場合は、 も妥当なもの
概略評価結果による絞り込み

概略評価結果による絞り込み

※：第2回検討の場で
検討した事項

６方策の組合せ９案から
３案を選定 ５方策から１方策を選定

①安全度（被害軽減効果）
②コスト
③実現性

①目標
②コスト
③実現性

目的別総合評価（治水）
適案の抽出

目的別総合評価（流水の正常な機能の維持）
適案の抽出

※：今回、検討する事項

③実現性
④持続性
⑤柔軟性
⑥地域社会への影響
⑦環境への影響

③実現性
④持続性
⑤地域社会への影響
⑥環境への影響

ダム事業に関する総合評価 ２



川内沢ダム建設事業検証の川内沢ダム建設事業検証の進め方進め方川内沢ダム建設事業検証の川内沢ダム建設事業検証の進め方進め方
第１２回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料４」の抜粋

第1回検討の場で検
討した事項

第2回検討の場で検
（宮城県） 討した事項

今回検討する事項

３



治水、利水対策の総合評価に治水、利水対策の総合評価についてついて治水、利水対策の総合評価に治水、利水対策の総合評価についてついて
治水対策治水対策 利水対策利水対策

概略評価により抽出した治水対策案

（１）ダム案

（２）遊水地案（中下流配置）

（３）遊水地案（中上流配置）
概略評価により抽出した利水対策案

（１）ダム案

洪水調節計算の検証

→各対策案の洪水調節容量の確認

検討手順２

検討手順１

結果を踏まえ 対策案の洪水調節の特徴を整理

利水対策案の総合評価

対策案の建設費（イニシャルコスト）及び維持管理費
（ランニングコスト）を算定

検討手順２

検討手順３

結果を踏まえ、対策案の洪水調節の特徴を整理
※総合評価については、｢ダム事業の検証に係る検
討に関する再評価実施要領細目｣に基づく、評価軸
①目標、②コスト、③実現性、④持続性、⑤地域社
会への影響、⑥環境への影響について、各々の評
価の視点に基づき総合的な評価を行う。

算定した建設費（イニシャルコスト）等を勘案し、治水
効果の発現時期を検討

検討手順４

適案の抽出

価の視点に基づき総合的な評価を行う。

治水対策案の総合評価

※総合評価については、｢ダム事業の検証に係る検討に関する
再評価実施要領細目｣に基づく、評価軸 ①安全度、②コスト、③
実現性、④持続性、⑤柔軟性、⑥地域社会への影響、⑦環境へ
の影響について 各々の評価の視点に基づき総合的な評価を行

適案の抽出

の影響について、各々の評価の視点に基づき総合的な評価を行
う。

４
総合評価にて抽出された各々の 適案について、組合せ、対策案の総合的な評価を行う。


